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規

則

■群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
八
号

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年

群
馬
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
六
号
中
「
多
目
的
室
」
の
下
に
「
及
び
小
会
議
室
」
を
、
「
多
目
的
ル
ー
ム
」

の
下
に
「
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
（
多
目
的
室
を
除
き
、
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
」

を
加
え
る
。

別
表
第
一
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア
ー
チ

ェ
リ
ー

放
送
設
備
一
式

午
前
、
午
後
又
は
夜
間
各
一
回
に
つ
き

五
一
〇
円

場

住
所

「

住
所

「

団
体

名
団

体
名

代
表

者
住

所
代

表
者

住
所

フ
リ

ガ
ナ

フ
リ

ガ
ナ

代
表

者
氏

名
代

表
者

氏
名

代
表

者
生

年
月

日
・

性
別

生
年

月
日

・
性
別

使
用

人

別
記
様
式
第
一
号
中

を

に
、
「

使
用

責
任

者
住

所
使
用

責
任

者
住

所
フ

リ
ガ

ナ
フ

リ
ガ

ナ
使

用
責

任
者

使
用

責
任

者
責

任
者

生
年

月
日

・
性

別
生

年
月

日
・
性

別
代

表
者

電
話

番
号

」

電
話

番
号

」

利
用

者
登

録
番

号

」
を
「

」
に
、

員
使

用
人

数

「

使
用
区

分
減

免
区

分
減

免
額

円
利
用

料
金

・
使

用
料

合
計

円

備
考

」

を

「

使
用

区
分

減
免

区
分

減
免
額

円
利

用
料

金
・

使
用
料

合
計

円
減

免
後

合
計

額
円

備
考

競
技

者
合

計
人

入
場

者
合

計
人

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（

）
（

）

別
記
様

式
第

２
号

規
格

Ａ
４

第
４
条

関
係

群
馬

県
総

合
ス

ポ
ツ

セ
ン

タ
使

用
承

認
通

知
書

ー
ー

年
月

日

指
定

管
理
者

申
請
者

住
所

団
体

名

代
表

者
住

所

フ
リ

ガ
ナ

代
表

者
氏

名

代
表

者
生

年
月
日

・
性

別

使
用

責
任

者
住

所
下

記
金

額
を

領
収
し

ま
し

た
。

フ
リ

ガ
ナ

年
月

日

使
用

責
任

者

責
任

者
生

年
月
日

・
性

別
指

定
管

理
者

代
表

者
電

話
番

号

利
用

者
登

録
番

号

行
事

名
使

用
目

的

利
用

料
金

減
免

の
入

場
料

等
使

用
年

月
日

使
用

時
間

使
用

施
設

・
使

用
附

属
設

備
・

使
用

体
育

器
具

使
用

人
数

・
使

用
料

有
無

徴
収

の
有

無

使
用

区
分

減
免
区

分
減

免
額

円
利
用

料
金
・

使
用

料
合
計

円
減
免

後
合
計

額
円

備
考

競
技

者
合

計
人

入
場

者
合

計
人
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別
記
様
式
第
五
号
そ
の
１
中

「
第

２
ミ

テ
ィ

ン
グ

ル
ム

ー
ー

円
円

円
円

」

を「

第
２
ミ

テ
ィ

ン
グ

ル
ム

ー
ー

円
円

円
円

第
３

ミ
テ

ィ
ン

グ
ル

ム
ー

ー
円

円
円

円

」

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
２
中

「

多
目
的

室
円

円
円

円

」

を「

多
目
的

室
円

円
円

円

小
会

議
室

円
円

円
円

」

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
４
中

「

管
理

棟
会

議
室

円
円

円
円

ふ
れ

あ
い

グ
ラ

ウ
ン

ド
円

円
円

」

を「

管
理

棟
会

議
室

円
円

円
円

管
理

棟
第

二
会

議
室

円
円

円
円

ふ
れ

あ
い
グ

ラ
ウ

ン
ド

円
円

円

ア
チ

屋
外

練
入

場
料

全
面

使
用

ー

ェ
リ

習
場

を
徴

収
円

円
円

円
ー

場
し

な
い

場
合

２
分
の

１
使

用
円

円
円

円

４
分

の
１

使
用

円
円

円
円

入
場

料
を

徴
収

す
る

場
合

円
円

円
円

屋
内
練

入
場

料
を

徴
収

し
な

習
場

い
場

合
円

円
円

円

入
場
料

を
徴

収
す

る
場

合
円

円
円

円

多
目
的

室
円

円
円

円

」

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
６
中

「

１
回
に

つ
き

ア
イ
ス

ア
リ

ナ
ス
ケ

ト
又

一
般

（

ー
ー

は
ア

イ
ス

ホ
ッ
ケ

に
使

用
す

る
円

ー）

場
合

に
限
る
。

時
以
降

に
入
場

す
る

場
合

17

円

１
回
に

つ
き

高
校

生
以
下

円

時
以
降

に
入
場

す
る

場
合

17

円

」

を「

１
回
に

つ
き

ア
イ

ス
ア

リ
ナ

ス
ケ

ト
又

一
般

（

ー
ー

は
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
に

使
用

す
る

円
ー）

場
合

に
限

る
。

時
以
降

に
入
場

す
る

場
合

1
7

円

１
回
に

つ
き

高
校

生
以

下
円

時
以
降

に
入

場
す
る

場
合

1
7

円
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ア

チ
屋

内
外

練
習

場
一
般

ー
ェ
リ

円
円

円
円

円
円

ー
場

高
校

生
以
下

円
円

円
円

円
円

」

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
８
中

「

テ
ニ

ス
コ

ト
放

送
設
備

一
式

午
前

午
後

又
は

夜
間

各
１
回

に
つ

き
ー

、
円

コ
イ

ン
ロ
ッ

カ
１

回
に

つ
き

ー
円

」

を「

テ
ニ

ス
コ

ト
放

送
設
備

一
式

午
前

午
後

又
は

夜
間

各
１
回

に
つ

き
ー

、
円

コ
イ

ン
ロ

ッ
カ

１
回

に
つ

き
ー

円

ア
チ

ェ
リ

放
送

設
備
一

式
午

前
午
後

又
は

夜
間

各
１
回

に
つ

き
ー

ー
、

場
円

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次

多
目

的
室

及
び

小
会
議

室
多

目
的

ル
ム

ー

に
「

（

）
」
を
加

ア
チ

ェ
リ

場
多

目
的
室

を
除

き
入

場
料

を
徴

収
し

な
い

場
合

に
限

る
、

ー
ー

、
。

え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三

項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
県
外
出
身
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一

県
外
に
所
在
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者

二

県
外
に
所
在
す
る
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
を

修
了
し
た
者

三

申
請
時
に
在
学
す
る
国
立
大
学
法
人
群
馬
大
学
が
設
置
す
る
群
馬
大
学
に
係
る
大
学
入
学
試

験
の
出
願
時
の
住
所
が
県
外
に
あ
っ
た
者

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
医
師
少
数
区
域
の
特
例
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
区
域
は
、
館
林
市

の
全
域
及
び
渋
川
市
の
全
域
と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
修
学
資
金
の
額
に
三
分
の
二

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

条
例
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第

二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

一

条
例
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
修
学
資
金
の
免
除
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
業
務
従
事
期
間
（
業
務
従
事
期
間
が
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
期
間
（
条
例
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
与
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
超
え
る
場
合
は
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
期
間
）
を
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け

た
期
間
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

条
例
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
修
学
資
金
の
免
除
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
業
務
従
事
期
間
を
従
事
必
要
期
間
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

別
記
様
式
第
一
号
中

「

他
の

奨
学

金
の

貸
与

を
受

け
て

い
る

場
合

そ
の

名
称

を
、

を

記
載

予
定

し
て

い
る

場
合

（
も
記

載
）

」

「

他
の

奨
学

金
の

貸
与

を
受

け
て

い
る

場
合

そ
の

名
称

を
、

記
載

予
定

し
て

い
る

場
合

（
も

記
載
）

に

群
馬

県
医

学
生

修
学

資
金

貸
与

条
例

施
行

規
則

第
１

１
条
の

２
第
１

項
に

規
定

す
る

区
域

に
お

館
林

市
・

渋
川
市

い
て

臨
床

研
修

を
希

望
す

る
場

合
次

の
い
ず

れ
か

に
○

を
つ

、
け

て
く
だ

さ
い
。
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」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
号

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
一
号

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
群
馬
県
規
則

第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
森
林
環
境
事
務
所
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
講
習
会
）

第
十
八
条
の
二

条
例
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
講
習
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
講
習
会
」

と
い
う
。
）
は
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
向
上
を
図
る
も
の
の
う
ち
、

知
事
が
別
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
が
講
習
会
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
浄
化
槽
管
理
士
は
、
当
該

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
専
属
の
全
て
の
浄
化
槽
管
理
士
と
す
る
。

３

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
が
浄
化
槽
管
理
士
に
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
講
習
会
の
回
数
は
、

条
例
第
二
条
第
二
項
の
有
効
期
間
ご
と
に
一
回
以
上
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
九
号
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
号
ま
で

の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

森
林

環
境
事

務
所

環
境

森
林

事
務

所

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検

業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
群
馬
県
条
例
第
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
有
効
期

間
が
満
了
す
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
が
浄
化
槽
管
理
士
に
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
条

例
第
十
条
第
七
項
の
講
習
会
の
回
数
は
、
改
正
後
の
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の

登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
は
、

改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
二
号

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

第
二
十
六
条
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太
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群
馬
県
規
則
第
二
十
三
号

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県
規

則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
文
部
科
学
省

令
第
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
提
出
し
た
者
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
継
続
願
を
提
出
し
た
者
の
授
業
料
は
、
前
期
に
あ
つ
て
は
七
月
、
後
期
に
あ
つ
て
は
十
一
月
ま

で
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

本
人
と

の
続

柄

「

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
削
り
、

を

一
切

の

」

氏
名

印

本
人
と

の
続

柄

「

に
改
め
る
。

氏
名

印

」

極
度

額
円

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
保
証
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
保
証
債
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
四
号

群
馬
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

群
馬
県
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
」
を
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
」
に
、

「
指
定
配
合
肥
料
」
を
「
指
定
混
合
肥
料
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
指
定
配
合
肥
料
」

を
「
指
定
混
合
肥
料
」
に
改
め
る
。

別
表
五
の
項
中
「
の
ア
、
イ
又
は
ウ
」
を
削
り
、
「
ほ
乳
動
物
由
来
た
ん
白
質
、
家
き
ん
由
来
た

ん
白
質
又
は
魚
介
類
由
来
た
ん
白
質
」
を
「
動
物
由
来
た
ん
白
質
で
あ
つ
て
、
同
令
別
表
第
一
の
二

の
（
一
）
の
表
第
二
欄
に
定
め
る
確
認
済
ゼ
ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の
」
に
改
め
る
。

肥
料

取
締
法

肥
料
の

品
質

の
確

保
等

に
関

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

す
る

法
律

配
合

肥
料

混
合

肥
料

肥
料
取

締
肥
料

の
品

質
確

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

保
の

目
的

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施

行
の
日
又
は
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
五
号

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
群
馬

県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
電
気
電
子
系
の
項
中

「

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き

一
、
四
〇
〇
円

を

電
磁
波
妨
害
源
探
査
装
置

一
時
間
に
つ
き

四
一
〇
円

」

「

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き

一
、
四
〇
〇
円

に
、

」

「

ア
ナ
ラ
イ
ジ
ン
グ
レ
コ
ー
ダ

一
時
間
に
つ
き

二
〇
〇
円

を

多
層
プ
リ
ン
ト
基
板
試
作
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
、
一
〇
〇
円

」

「

ア
ナ
ラ
イ
ジ
ン
グ
レ
コ
ー
ダ

一
時
間
に
つ
き

二
〇
〇
円

に
、

」

「

パ
ワ
ー
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円
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電
力
モ
ニ
タ

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

マ
テ
リ
ア
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

六
二
〇
円

交
直
流
磁
化
特
性
記
録
装
置

一
時
間
に
つ
き

六
七
〇
円

」

「

パ
ワ
ー
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
、

」

「

小
型
環
境
試
験
器

一
時
間
に
つ
き

三
〇
〇
円

を
」

「

小
型
環
境
試
験
器

一
時
間
に
つ
き

三
〇
〇
円

に
改

小
型
環
境
試
験
器
（
湿
度
制
御
あ
り
）

一
時
間
に
つ
き

四
三
〇
円

」

め
、
同
表
計
測
系
の
項
中

「

三
次
元
測
定
機

一
時
間
に
つ
き

一
、
六
一
〇
円

を

非
接
触
微
細
形
状
測
定
機

一
時
間
に
つ
き

一
、
二
五
〇
円

」

「

非
接
触
微
細
形
状
測
定
機

一
時
間
に
つ
き

一
、
二
五
〇
円

に
、

」

「

高
精
度
干
渉
計

一
時
間
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

を

小
型
測
定
顕
微
鏡

一
時
間
に
つ
き

五
七
〇
円

」

「

高
精
度
干
渉
計

一
時
間
に
つ
き

二
、
五
〇
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
化
学
系
の
項
中

「

二
次
イ
オ
ン
質
量
分
析
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
〇
、
六
〇
〇
円

Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

七
、
八
五
〇
円

を

電
子
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

七
、
九
〇
〇
円

」

「

電
子
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー

一
時
間
に
つ
き

七
、
九
〇
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
食
品
系
の
項
中

「

遠
心
分
離
機

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

遠
心
分
離
機

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

」

「

遠
心
分
離
機

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
、

」

「

全
自
動
高
圧
滅
菌
器

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

試
験
管
振
と
う
培
養
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

デ
ジ
タ
ル
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
シ
ェ
ー
カ

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

ー

」

「

全
自
動
高
圧
滅
菌
器

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
、

」

「

細
菌
検
査
用
コ
ロ
ニ
ー
計
測
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

を

遠
心
エ
バ
ポ
レ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

」

「

細
菌
検
査
用
コ
ロ
ニ
ー
計
測
装
置

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
バ
イ
オ
系
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
電
気
電
子
系
の
項
中
「
Ｅ
Ｍ
Ｓ
測
定
シ
ス
テ
ム
（
バ
ー
ス
ト
／
イ
ン
パ
ル
ス
試
験
）
」

を
「
バ
ー
ス
ト
／
イ
ン
パ
ル
ス
試
験
装
置
」
に
、

「

音
響
解
析
シ
ス
テ
ム
（
多
用
途
対
応
）

一
時
間
に
つ
き

二
、
一
五
〇
円

を
」

「

音
響
解
析
シ
ス
テ
ム
（
多
用
途
対
応
）

一
時
間
に
つ
き

二
、
一
五
〇
円

に
改

ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
カ
メ
ラ

一
時
間
に
つ
き

七
六
〇
円

」

め
、
同
表
機
械
系
の
項
中

「

三
成
分
切
削
動
力
計

一
時
間
に
つ
き

三
〇
〇
円

マ
イ
ク
ロ
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
さ
試
験
機

一
時
間
に
つ
き

二
〇
〇
円

を
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ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
さ
試
験
機

一
時
間
に
つ
き

二
〇
〇
円

」

「

三
成
分
切
削
動
力
計

一
時
間
に
つ
き

三
〇
〇
円

に
改

」

め
る
。

別
表
第
三
試
験
の
項
中

「

冷
熱
衝
撃
試
験

冷
熱
衝
撃
試
験
器

一
時
間
に
つ
き

三
、
〇
七
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に
八

六
〇
円
を
加
え
た

額
）

を

冷
熱
衝
撃
試
験
槽

一
時
間
に
つ
き

四
、
四
五
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

間
ま
で
ご
と
に

二
、
四
〇
〇
円
を

加
え
た
額
）

」

「

冷
熱
衝
撃
試
験

冷
熱
衝
撃
試
験
器

一
時
間
に
つ
き

三
、
〇
七
〇
円

（
一
時
間
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の

超
え
る
時
間
一
時

に
、

間
ま
で
ご
と
に
八

六
〇
円
を
加
え
た

額
）

」

「

放
射
性
物
質
測

放
射
線
量
測
定

一
件
に
つ
き

五
、
二
三
〇
円

定
試
験

（
一
件
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
超

え
る
件
数
一
件
ご

を

と
に
一
、
五
六
〇

円
を
加
え
た
額
）

放
射
性
核
種
測
定

一
件
に
つ
き

一
二
、
五
〇
〇
円

」

「

放
射
性
物
質
測

放
射
線
量
測
定

一
件
に
つ
き

五
、
二
三
〇
円

定
試
験

（
一
件
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
超

に
改

え
る
件
数
一
件
ご

と
に
一
、
五
六
〇

円
を
加
え
た
額
）

」

め
、
同
表
校
正
の
項
中

「

計
測
器
精
度
測

ブ
ロ
ッ
ク

予
備
測
定
値

一
件
に
つ
き

五
、
九
一
〇
円

定
試
験

ゲ

ー

ジ

が
未
知
の
も

（
絶
対
測

の

定
）

予
備
測
定
値

一
件
に
つ
き

五
、
〇
二
〇
円

が
既
知
の
も

の

ブ
ロ
ッ
ク

セ
ッ
ト
品
測

一
個
に
つ
き

一
、
一
五
〇
円

を

ゲ

ー

ジ

定
（
一
つ
の

（
比
較
測

格
納
箱
に
納

定
）

め
ら
れ
た
同

一
等
級
の
ブ

ロ
ッ
ク
ゲ
ー

ジ
を
三
十
二

個
以
上
測
定

す
る
場
合
を

い
う
。
）

」

「

計
測
器
精
度
測

ブ
ロ
ッ
ク

セ
ッ
ト
品
測

一
個
に
つ
き

一
、
一
五
〇
円

定
試
験

ゲ

ー

ジ

定
（
一
つ
の

（
比
較
測

格
納
箱
に
納

定
）

め
ら
れ
た
同

一
等
級
の
ブ

に
改

ロ
ッ
ク
ゲ
ー

ジ
を
三
十
二

個
以
上
測
定

す
る
場
合
を

い
う
。
）

」

め
、
同
表
製
作
又
は
加
工
の
項
中

「

プ
リ
ン
ト
基
板
試
作

一
時
間
に
つ
き

三
、
三
五
〇
円

を

試
験
シ
ス
テ
ム
製
作

一
時
間
に
つ
き

三
、
六
五
〇
円

」

「

試
験
シ
ス
テ
ム
製
作

一
時
間
に
つ
き

三
、
六
五
〇
円

に
改
め
、
同
表
備
考
一
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」

中
「
及
び
キ
ャ
ス
試
験
」
を
「
、
キ
ャ
ス
試
験
及
び
複
合
サ
イ
ク
ル
試
験
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
試
験
の
項
中

「

硬
さ
分
布
の
測
定

一
件
に
つ
き

二
、
七
七
〇
円

成
形
性
試
験

材
料
変
形
解
析
シ
ス
テ
ム

一
件
に
つ
き

四
、
一
三
〇
円

を

に
よ
る
試
験

切
削
抵
抗
力
測
定
試
験

一
時
間
に
つ
き

二
、
五
五
〇
円

」

「

硬
さ
分
布
の
測
定

一
件
に
つ
き

二
、
七
七
〇
円

に
改

」

め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

希
望

す
る

研
修
内

容
研

修
事

項
を

希
望

す
る
理

由

年
月

日
か

ら
年

月

「

「

「

」
に
、

を

内
容

日
間

年
月

日
ま

で
年

月

」

日
時

分
か

ら

に
、
「

）
」
を
「

）
」
に
、
「
）

」
を
「
）
」
に

円
／
日

円
／

日

」

日
時

分
ま

で

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
条
中
「
並
び
に
同
号
に
規
定
す
る
連
帯
保
証
人
（
第
二
十
二
条
に
お
い
て
「
連
帯
保
証
人
」

と
い
う
。
）
の
印
鑑
証
明
書
及
び
源
泉
徴
収
票
、
所
得
証
明
書
そ
の
他
の
収
入
の
額
を
証
す
る
」
を

「
及
び
知
事
が
必
要
と
認
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
連
帯
保
証
人
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項

を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
連
帯
保
証
人
又
は
」
を
削
り
、
「
県
営
住
宅
連
帯
保
証

人
・
身
元
引
受
人
異
動
届
」
を
「
県
営
住
宅
身
元
引
受
人
異
動
届
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
県
営
住
宅
連
帯
保
証
人
・
身
元
引
受
人
変
更
承
認
書
」
を
「
県
営
住
宅
身

元
引
受
人
変
更
承
認
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
五
十
七
条
中
「
、
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
削
り
、
「
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

大
・

昭
大

・
昭

「

「

別
記
様
式
第
一
号
中

を

に
改
め
る
。

」

・

」

平
・

平
令

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、

入
居

者
及

び
連

帯
保
証

人
入
居

者

印
鑑
証

明
書

印
鑑

証
明

書
並

び
に

同
居

者
及

び
連

帯
保

証
人

及
び

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

、
、

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

同
居
者

並
び

に
入

居
者

及
び

同
居

者
の

及
び

別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を

連
帯
保

証
人

と
同

一
人
の

場
合

は
添
付

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

、

削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

様
式

第
２

０
号

削
除

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
２

２
条

第
２

項
第

２
２

条
第

１
項

県
営

住
宅

連
帯

保
証
人

・
身

元
引

受
人

異
動

届
県

営
住

宅
身

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中
「

」
を
「

元
引

受
人

異
動

届
連
帯

保
証

人
・

身
元

引
受

人
に

身
元

引
受

人
に

第
２

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

２
条

第
３

項
第

２
２

条
第

２
項

「

「

連
帯

保
証

人

を

に
改
め
る
。

身
元
引

受
人

身
元

引
受
人

」

」

県
営
住

宅
連

帯
保

証
人
・

身
元

引
受

人
変

更
承

認
書

県
営

住

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「

」
を
「

宅
身
元

引
受

人
変

更
承

認
書

の
連

帯
保

証
人

の
身

元
引

受
人

変
更

前
連

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

帯
保
証

人
変
更

前
身

元
引
受

人

「

住
所

変
更

後
連
帯

保
証

人
氏

名

を

住
所

変
更
後

連
帯

保
証

人
氏
名

」

「

住
所

に

変
更

後
身

元
引
受

人
氏

名

」

改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
一
号

森

林

環

境

部

森
林
環
境
事
務
所

森

林

事

務

所

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
取
扱
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
取
扱
規
程
（
昭

和
三
十
八
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
又
は
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
又
は
」
に
、
「
森
林
環
境
事

務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
員
」
を

「
鳥
獣
保
護
管
理
指
導
員
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
に
、
「
二
月
前
ま

で
」
を
「
属
す
る
年
度
の
前
年
度
中
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
実
施
」
を
「
報
告
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

環
境
森
林
事
務
所
長
等
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
者
の
登
録
の
状
況
に

つ
い
て
、
自
然
環
境
課
長
の
求
め
に
応
じ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
を
削
る
。

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」

に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
森
林
環
境
事
務
所
長
等
」
を
「
環
境
森
林
事
務
所
長
等
」
に
、
「
五
月
」
を
「
十

月
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
六
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
訓
令
甲
第
二
号

森

林

環

境

部

森
林
環
境
事
務
所

森

林

事

務

所

鳥
獣
保
護
管
理
員

群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
服
務
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
服
務
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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号 外 （第７号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

教
育
委
員
会
規
則

■教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
七
号
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
九
号
及
び
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
」
を
「
第
十
八

号
及
び
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
イ
の
表
事
務
局
職
員
の
項
中

「

社
会
教
育

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
関

主
監

係
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

文
化
財
主

上
司
の
命
を
受
け
、
文
化
財
保
護
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

監

関
係
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

埋
蔵
文
化

上
司
の
命
を
受
け
、
埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

を

財
主
監

関
係
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
又
は
室
長
を
補
佐
し
、
所
属
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

文
化
財
専

上
司
の
命
を
受
け
、
文
化
財
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
特
に

門
官

命
ず
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

」

「

社
会
教
育

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
関

主
監

係
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

に
、

次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
又
は
室
長
を
補
佐
し
、
所
属
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

」

「

主
事

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

を

文
化
財
保

上
司
の
命
を
受
け
、
文
化
財
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
調

護
主
事

査
、
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

」

「

主
事

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
改
め
、
同

」

条
第
二
号
イ
の
表
事
務
局
職
員
、
図
書
館
職
員
及
び
博
物
館
職
員
等
の
項
中
「
、
図
書
館
職
員
及
び

博
物
館
職
員
等
」
を
「
及
び
図
書
館
職
員
等
」
に
、

「

副
所
長

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を
補
佐
す
る
。

を

副
館
長

上
司
の
命
を
受
け
、
館
長
を
補
佐
す
る
。

」

「

副
所
長

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を
補
佐
す
る
。

に
改
め
、
同

」

号
ロ
の
表
事
務
局
職
員
、
図
書
館
職
員
及
び
博
物
館
職
員
等
の
項
中
「
、
図
書
館
職
員
及
び
博
物
館

職
員
等
」
を
「
及
び
図
書
館
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
又
は
臨
時
」
を
削
り
、
同
条
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
」
を
「
特
別

職
嘱
託
員
、
顧
問
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
事
務
所
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
事
務
所
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
事
務
所
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
四
条
の
表
生
涯
学
習
係
の
項
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
一
の
項
を
削
り
、
同
表
二
の
項
上
欄
中
「
別
表
第
一
第
四
項
」
を
「
別
表
第
一
第
一

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
の
項
と
す
る
。

第
三
条
の
表
一
の
項
を
削
り
、
同
表
二
の
項
上
欄
中
「
別
表
第
二
第
二
項
」
を
「
別
表
第
二
第
一

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
の
項
と
し
、
同
表
三
の
項
上
欄
中
「
別
表
第
二
第
三
項
」
を
「
別
表

第
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
文
化
財
保
護
課
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
義
務
教
育
課
の
項
中
「
人
権
教
育
推
進
係
」
を
「
人
権
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
推

進
係
」
に
改
め
、
同
表
文
化
財
保
護
課
の
項
を
削
る
。

第
四
条
義
務
教
育
課
の
項
第
十
一
号
中
「
進
路
指
導
」
の
下
に
「
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
加
え
、

同
項
第
十
四
号
中
「
国
際
理
解
教
育
」
を
「
多
文
化
共
生
教
育
」
に
改
め
、
同
条
生
涯
学
習
課
の
項

第
二
十
六
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
文
化
財
保
護
課
の
項
を
削
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
、
文
化
財
保
護
課
に
文
化
財
主
監
、
埋
蔵
文
化
財
主
監
及
び
文
化
財
専
門

官
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
学
校
の
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
立
学
校
の
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
群
馬
県
立
学
校
の
教
育
職
員
（
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
職

員
を
い
う
。
以
下
単
に
「
教
育
職
員
」
と
い
う
。
）
が
正
規
の
勤
務
時
間
（
条
例
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う

業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
上
限
の
範
囲
）

第
二
条

群
馬
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び

福
祉
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
一
日
の
在
校

等
時
間
（
公
立
学
校
の
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す

る
教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る

指
針
（
令
和
二
年
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号
）
第
三

に
規
定
す
る
在
校
等
時
間
を
い
う
。
）
か

(1)

ら
、
所
定
の
勤
務
時
間
（
条
例
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
代
休
日
（
群
馬
県
学
校
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
）
が
指
定
さ
れ
た
日
を
除
く
。
）
以
外
の
日
に
お
け
る
正
規
の
勤

務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
減
じ
た
時
間
（
以
下
「
時
間
外
在
校
等
時
間
」
と
い
う
。
）

を
次
に
掲
げ
る
時
間
の
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行

う
。

一

一
箇
月
の
時
間
外
在
校
等
時
間
の
合
計
時
間
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

二

一
年
の
時
間
外
在
校
等
時
間
の
合
計
時
間
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間

２

教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
が
児
童
生
徒
等
に
係
る
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
量

の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
、
一
時
的
又
は
突
発
的
に
所
定
の
勤
務
時
間
外
に
業
務
を
行
わ
ざ
る
を

得
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
職
員
の
時
間
外
在
校
等
時
間
を
次
に
掲
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げ
る
時
間
又
は
月
数
の
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行

う
。

一

一
箇
月
の
時
間
外
在
校
等
時
間
の
合
計
時
間
に
つ
い
て
百
時
間
未
満

二

一
年
の
時
間
外
在
校
等
時
間
の
合
計
時
間
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間

三

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、

四
箇
月
又
は
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
時
間

外
在
校
等
時
間
の
合
計
時
間
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間

四

一
年
の
う
ち
一
箇
月
の
時
間
外
在
校
等
時
間
の
合
計
時
間
が
四
十
五
時
間
を
超
え
る
月
数
に

つ
い
て
六
箇
月

（
そ
の
他
の
事
項
）

第
三
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の

健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
美
術
館
及
び
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
立
美
術
館
及
び
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
立
美
術
館
及
び
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
群
馬
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
群
馬
県
教

育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
組
織
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
は
、
廃

止
す
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
組
織
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る

規
則

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
群
馬

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規

則
第
二
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
文
化
財
保
護
審
議
会
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

群
馬
県
文
化
財
保
護
審
議
会
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
文
化
財
保
護
審
議
会
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す

る
規
則

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五

年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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群馬県教育委員会教育長 笠 原 寛

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


